
2018（平成 30）年度事業報告書 

  特定非営利活動法人 きらめき未来塾 

1. 事業期間

  2018 年（平成 30）年 1 月 1 日～2018（平成 30）年 12 月 31 日 

2. 事業の成果

 2018 年 8 月 6 日から同年 8 月 9 日にかけて東京日本青年館おいて、「きらめ

き未来塾 2018」を開塾した。北海道、青森、秋田、岩手、福島、宮城、群馬、栃

木、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、長野、静岡、奈良、大阪、兵庫、広島、島

根、佐賀、沖縄の 1 道 1 都 2 府 18 県の高等学校から 88 名の高校生が参加しま

した。 

 今年度のテーマは「次世代に伝えたいこと—明治維新後 150 年の日本の歴史と

現代の課題—」にふさわしい講師の講義はもとよりディスカッションを通じて、塾

生たちに実りある学習や体験の場を提供することができました。 

3. 総会の開催状況

２０１８年度通常総会

日 時 2018 年 1 月 29 日   1４時～15 時  

場 所   きらめき未来塾東京事務所 ３階会議室 (中野区中野 5－4－7) 

会員総数 62 名 

出席者数 １２名（内書面表決者 ３７名） 計４９名 

議 題 

・ 2017 年事業報告並びに活動計算書の承認について

異議なく了承された。 

・ 定款変更（テレビ会議での理事会出席を認めること）について

異議なく了承された。 

・ 新理事選任の報告について

足立 房夫、大久保 秀夫、久保 信保、住川 雅洋、西原 

春夫、林 浩美、鷲山 恭彦氏 7 名が新理事として承認された 

ことを報告した。 

2018 年度第 1回臨時総会 

日 時   2018 年 2 月 28 日(水)  17 時～１７時３０分 

場 所   株式会社千雅 3 階会議室



   出席者数 ４９名（出席者７名、委任状４１名） 

議 題 

・2018（平成 30）年事業計画について 

異議なく了承された。 

  

2018 年度第 2回臨時総会 

   日 時   2018 年 6 月 21 日(水)  15 時～１５時 40分 

   場 所   三井ビル貸会議室（東京都新宿区西新宿 2－1－1） 

   会員総数  ８１名 

出席者数  １０名（内書面表決者４０名）計５０名 

   議 題 

     ・定款の変更について（事務所の住所変更） 

       東京都中野区中野五丁目 4番 7号を東京都新宿区西新宿区六丁目 

       6番 2号に変更する。  

     ・給与規程の制定について 

異議なく了承された。 

     ・下村昇治新監事の選任について  

       異議なく承認された。 

 

4. 理事会開催状況 

2018 年第 1回理事会  

   日 時   2018 年 1 月 29 日（月） １2 時～１４時 

場 所   きらめき未来塾東京事務所 ３階会議室  

   出席者数  現在理事数 13 名中 1０名 委任状 ３名 監事 1 名 

議 題  

・ 201７年事業報告並びに決算報告について 

  異議なく了承された。 

・ 新理事の選定について 

 足立・大久保・久保・住川・林・鷲山氏の挨拶がある。 

  異議なく承認された。 

・ 塾長初め各委員の選定は異議なく承認された。 

2018 年第２回理事会  

日 時   2018 年 2 月 28 日  1 6 時～１６時４５分 

場 所   株式会社千雅 3 階会議室 

    出席者数  現在理事数１９名中 13 名 テレビ会議出席 5 名 

 委任状 4 名 監事 １名 



議 題 

・ 2018 年事業計画について

計画と予算案が了承された。

2018 年第 3回理事会 

日 時 2018 年６月２１日(木)  1 4 時～１４時５５分 

 場  所 

出席者数 

   三井ビル貸会議室 

 現在理事数１８名中 15 名 委任状 7 名 監事０名 

議 題 

・定款の変更について

異議なく了承された。 

・給与規程の制定について

異議なく承認される。 

・松田康将氏の理事の選任について

異議なく承認される。 

・下村昇治氏の監事推薦について

異議なく了承された。 

2018 年第４回理事会 

日 時 2018 年１２月１７日（月）  1３時３０分～14 時 

 場  所     学士会館（東京都千代田区神田錦町 3－28） 

     出席者数  現在理事数１８名中 15 名 委任状３名 監事１名 

議 題 

・きらめき未来塾２０１８について

採決せず、改めて次回理事会に諮ることとなる。 

・新役員体制について

次期理事、次期監事を定期総会に諮ることを満場一致で決定 

新理事長は次回に決定することする。  

・きらめき未来塾２０１９について

採決せず、改めて次回理事会に諮ることとなる。 


